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２０２５年度大学生によるまちづくり活動応援助成金 応募要領 
 

目的 

 大学コンソーシアムせとでは、大学生が行う自由で自発的なまちづくり活動を支援することにより、

大学生の成長及び自立を促し、その活動成果が地域社会の発展に資するよう、大学生によるまちづくり

活動に要する経費を助成します。 

 

助成を受けられる団体の要件について 

次のすべての要件に該当する団体 

（１）大学コンソーシアムせと加盟大学に所属する団体。（加盟大学以外の学生を含むことも可） 

（２）団体の活動範囲に瀬戸市が含まれていること。 

ただし、政治活動、宗教活動、選挙活動を目的とする活動、特定の公職（候補者を含む）又は政党

を推薦・支持・反対することを目的とする活動、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある活動を目的

とする団体は除きます。 

※ 申請にあたっては、原則、活動の顧問的立場となる教員が必要です。教員がいない場合は、大学

コンソーシアムせと事務局までご連絡ください。 

 

助成対象となる活動について 

（１）活動の種類は「学生による、瀬戸市での地域活動又は社会活動」とする。 

（２）営利を目的としない活動であること。 

（３）同じ事業内容で継続して申請は可能ですが、恒久的に助成が保証されるものではありません。 

 （例） 

・ 多くの市民がまちづくり活動に参加しやすくするため、地域で活動する団体の情報や学生のまち

づくり活動をＰＲする情報誌を発行する。 

・ 小中学校の授業においてサポート活動を行う。 

・ 未就学の外国人の子どもを対象に日本語指導を行う。 

 

助成対象とならない活動について 

（１）助成金が団体そのものの運営経費に充てられ、事業性がない活動 

（２）特定の個人や団体、また構成員のみが利益を受ける活動 

（３）政治・宗教・営利目的に関する活動 

 

助成対象期間 

 助成金交付決定日から２０２６年２月２７日（金）まで。 

※ 助成対象期間とは、この期間内に実施される活動を助成の対象とするもので、この期間内に発生

する経費に対してのみ、助成金を充当できます。 

 

助成金額 

 助成金額は、助成対象経費に対して上限１７万円です。書類審査及びヒアリングにより決定します。 
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助成対象経費について 

 ● 次に掲げる経費は助成対象外とします。 

① 団体の構成員による会合の飲食費 

 （例）会議の際の茶菓や昼食代 

② 団体の構成員に対する人件費、謝礼 

 （例）事務員の人件費、謝礼 

③ 団体の経常的な活動に要する経費 

 （例）加入団体への会費や総会経費 

④ 団体の事務所等を維持するための経費 

 （例）団体の事務所の家賃や光熱水費 

⑤ その他該当活動の実施にかかる直接経費と認められない経費 

 

● 備品の取扱い 

・ カメラやパソコンなど日常的に使用できるものは対象外です。 

・ 特殊な備品は原則レンタルしてください。レンタル不能で購入せざるを得ない場合のみ購入を

可とします。ただし、購入した備品は大学コンソーシアムせとの帰属とします。 

  （例）自然環境関係の活動で、環境測定機器が必要となる場合。 

 

 ● 交通費の取扱い 

・ １日あたりの上限額は往復 2，0００円とする。ただし、「自宅から目的地までの交通費」又は

「大学から目的地までの交通費」のうち低い金額（実費分）を支給することとする。 

・ 自動車の場合は、ガソリン代として、１台につき往復走行距離×３７円の計算により支給する。 

 

 ● 助成対象から差し引くもの 

・ 入場料など参加者から得られる収入 

・ 活動に伴う売上などの収入 

・ この助成金以外で、申請活動に交付される国・県・市・公益法人からの補助金 

 

申請用紙の配布 

日  時  ２０２５年４月１日（火）から 

配布場所  大学コンソーシアムせと事務局（パルティせと 3 階）、大学コンソーシアム加盟６大学の

学生担当部署で配布します。また、大学コンソーシアムせとホームページからもダウンロ

ードできます。  

 

応募期間 

２０２５年４月７日（月）～５月９日（金）必着 

※ 午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝休み） 

 

応募先・方法 

応募される団体は、指定の「助成申請書」に必要事項を記入し、「必要に応じ活動内容のわかる資料（任

意）」を添付して大学コンソーシアムせと事務局まで持参してください。郵送による申請も受け付けしま

すが、応募期間内に指定の書類がすべてそろっていることが必要ですので、ご注意ください。 

なお、申請書類は返却いたしません。 

 

大学コンソーシアムせと 検索 
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助成金の決定方法 

大学コンソーシアムせと企画推進部委員の中から選任する審査員による審査をします。審査は次の方

法で行います。 

 ・ 書類審査（応募の際に提出いただく書類の審査） 

 ・ プレゼンテーション審査 

 
 

審査基準 

審査は、次のような視点で行います。５ 

（１）公益性・有効性 

社会的な公益の向上が見込めそうか。市民ニーズに応えるものであるか。活動が社会状況に合致し

ているか。地域社会への有用性や社会変革性があるか。個人の想いを社会的な力とする活動であるか。 

（２）実現性 

活動内容は実現可能か。実行可能な方法、スケジュール、予算で活動計画が立案されているか。事

業手段は妥当か。 

（３）先駆性・独自性 

学生らしい独創的かつ開拓的な活動か。類のない着眼点か。問題提起又は課題把握は斬新か。社会

又は時代感覚を先取りしているか。 

（４）活動への熱意 

  学生の活動への熱意・情熱は十分か。活動への想いが、申請内容、プレゼンテーション内容に盛り

込まれているか。 

 

審査方法 

（１）から（４）までの審査基準ごとに、下表①のとおり５段階評価（a～e）を行い、活動内容を判

断します。 

各審査基準の配点は、下表②のとおりとし、各審査員の５段階評価（a～e）に応じた配点掛率を、各

審査基準の配点に乗じ、得点を決定します。 

  表①＜５段階評価＞             表②＜配点＞ 

評価区分 配点掛率  審査基準 配点 

ａ 非常に優れている １．０  （１）公益性・有効性 ４点 

ｂ 優れている ０．８  （２）実現性 ４点 

ｃ 適当である ０．６  （３）先駆性・独自性 ４点 

ｄ やや再考が必要 ０．４  （４）活動への熱意 ８点 

ｅ 再考が必要 ０．２  合計 ２０点 

 

審査員一人あたり２０点満点とし、審査員３人の合計を得点とします。 

合計得点により、表③のとおりＡ～Ｄランクに分け、ランクごとに評価率を設定します。ランクの境

界付近については、特に慎重に審査員で協議を行います。 

 

 

 

※ ２０２５年５月３０日（金）１９時～ 

申請事業について、１団体１０分～１５分程度のプレゼンテーション審査を行います。詳細は、

応募締め切り後に申請団体に通知します。審査会には必ずご出席ください。 
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          表③＜ランク分け＞ 

ランク 合計得点 評価率 

Ａ 
① ５６.0～６０.0点 １００％ 

② ５１.0～５５.9点 ９０％ 

Ｂ 
① ４６.0～５０.9点 ８０％ 

② ４１.0～４５.9点 ７０％ 

Ｃ 
① ３６.0～４０.9点 ６０％ 

② ３１.0～３５.9点 ５０％ 

Ｄ ～３０.9 点 ０％ 

 

査定額は『申請額×評価率』で決定します。全団体の査定額の合計が予算額を超える場合は、一定の

掛率により按分し、最終的な交付額を決定します。 

 

助成金の交付（振込） 

 活動終了後の交付を基本とします。ただし、交付決定額の５分の４までの金額を前払いすることもで

きます。また、活動途中で立替払いが困難となった場合にはご相談ください。 

 

報告義務 

（１）中間報告 

活動の進捗状況を確認するために、中間期に活動の状況報告をしていただきます。 

（２）実績報告 

活動終了後３０日以内又は２０２６年２月２７日（金）のいずれか早い日までに、所定の様式に基

づいた活動実績報告書の提出が必要です。詳細は決定通知後、改めてお知らせします。 

なお、実績報告に基づき確定した助成金額が、交付した助成金額に満たないときは、その差額につ

いて精算していただきます。 

（３）活動成果報告会 

活動成果を加盟大学の教職員や学生、また市民の方に広く紹介していただくため、２月に活動成果

報告会を行いますので、必ずご参加ください。日程は決まり次第ご案内します。 

 

その他 

 他団体（行政の担当部署や同様の活動をしている市民団体など）から活動に対する助言をいただくた

め、事務局より関係団体を紹介することができます。他団体からの助言をいただくことで、活動の見直

しやアイデアを膨らますことができ、新たな連携や活動の広がりも期待できます。また、社会人の方の

意見を直接聞くことができる貴重な機会となります。 

問合せ先 大学コンソーシアムせと事務局 

〒４８９－００４４ 瀬戸市栄町４５番地 パルティせと３階 

電話：０５６１－９７－１１７７  ＦＡＸ：０５６１－９７－１１７１ 


